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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

本号で公布された条例のあらまし

◇京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例（京都府条例第36号）（職員総務課）

１　改正の理由
　　知事及び副知事（以下「知事等」という。）の給与について、京都府特別職報酬等審議会の答申を踏まえて

地域手当を廃止の上、給料に一元化するとともに、これを受けた知事等の退職手当の額の算出上の特例措置を
講じるほか、教育長その他常勤の行政委員の給与についても、これに準じた見直しを行うため、所要の改正を
行うものである。
２　改正の内容
　⑴　知事等の給料の月額について、知事は141万3,400円、副知事は111万9,100円とするとともに、地域手当を

廃止することとした。（第１条（第２条、第３条、第５条）関係）

条　　　　　例

○京都府知事及び副知事の給与及び旅費に
関する条例等の一部を改正する条例　 （職員総務課）    5

○職員の給与等に関する条例等の一部を改
正する条例　 （職員総務課、教育庁教職員企画課）    6

○京都府手数料徴収条例の一部を改正する
条例　 （自治振興課、建築指導課）   30

○京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例
等の一部を改正する条例　　　　　　　　　　　　
　　　（文教課、こども・子育て総合支援室、障害
者支援課、家庭・青少年支援課、教育庁学校教育課）   〃

○京都府港湾施設の管理及び使用に関する
条例の一部を改正する条例　 （港湾企画課）   31

○京都府未来人材共創基金条例　 （教育庁高校教育課）   33
○警察署の名称、位置および管轄区域に関

する条例の一部を改正する条例　 （警察本部警務課）   〃

規　　　　　則

○技能労務職員の給与等に関する規則及び
会計年度任用職員の給与及び勤務条件に
関する規則の一部を改正する規則 （職員総務課）   〃

○京都府手数料徴収条例施行規則の一部を
改正する規則　 （自治振興課）   37

訓　　　　　令

○現業職員の特殊勤務手当に関する規程の
一部を改正する訓令　 （職員総務課）   〃

教 育 委 員 会

○技能労務職員の給与等に関する規則及び会計年度
任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部
を改正する規則　   38

選挙管理委員会

○最高裁判所裁判官国民審査等事務執行規程の一部
を改正する規程　   41

人 事 委 員 会

○職員の任用に関する規則の一部を改正する規則　   〃
○職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改

正する規則　   42
○職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正す

る規則　   〃
○職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正

する規則　   43
○職員の特地勤務手当等に関する規則の一部を改正

する規則　   47
○義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改

正する規則　   〃
○職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規

則　　   50
○家畜伝染病防疫作業につき特殊勤務手当を支給さ

れるべき伝染性疾病について　   〃
○非常災害時等の緊急業務等に従事する職員の特殊

勤務手当について定めた公示の一部改正　   〃
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　⑵　当分の間、退職手当の額の算出に当たっては、知事等の給料の月額の特例について定める条例があるとき
は、当該条例の規定の適用後の給料の月額を基礎額とすることとした。（第１条（附則第２項）関係）

　⑶　教育長その他常勤の行政委員の給与について、知事等に準じた見直しを行うこととした。（第２条～第４
条関係）

３　施行期日
　　令和８年４月１日

◇職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（京都府条例第37号）（職員総務課、教育庁教職員企画課）

１　改正の理由
　　令和７年10月22日付けで職員の給与等に関する人事委員会の報告・勧告がなされたこと及び公立の義務教育

諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律（令和７年法律第68号）の一部の施
行等を踏まえ、職員の給与等について所要の改定を行うものである。
２　改正の内容
　⑴　給料表（第１条（別表第１～別表第６）関係）
　　ア　各給料表の給料月額を引き上げることとした。
　　イ　教職調整額の対象とならない校長、副校長及び教頭の給料月額に一定の額を加算することとした。
　⑵　教職調整額（第１条（第７条の２、附則第26項）関係）
　　　給料月額の100分の４から100分の10に、かつ、段階的に引き上げることとした。
　⑶　手当
　　ア　特地勤務手当（第１条（第14条の２）関係）
　　　　地域手当との併給調整を廃止することとした。
　　イ　宿日直手当（第１条（第16条）関係）
　　　　勤務１回に係る支給額の限度額を引き上げることとした。
　　ウ　初任給調整手当（第１条（第19条の２）関係）
　　　　医療職給料表⑴の適用を受ける職員に対する支給月額の限度額を417,600円に、医療職給料表⑴以外の

給料表の適用を受ける職員のうち医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職に在職する職員に対す
る支給月額の限度額を52,100円に、それぞれ引き上げることとした。

　　エ　期末手当（第１条（第20条）関係）
　　　ア　支給割合を100分の126.25（特定管理職員にあっては100分の106.25、指定職給料表の適用を受ける職

員にあっては100分の67.5）に引き上げることとした。
　　　イ　定年前再任用短時間勤務職員の支給割合を100分の71.25（特定管理職員にあっては、100分の61.25）

に引き上げることとした。
　　オ　勤勉手当（第１条（第21条）関係）
　　　　支給割合を100分の106.25（特定管理職員にあっては100分の126.25、指定職給料表の適用を受ける職員

にあっては100分の107.5）に引き上げることとした。
　　カ　義務教育等教員特別手当（第１条（第22条）関係）
　　　　校務類型に応じて支給し、その困難性を考慮して支給額を定めることとした。
　　キ　地域手当（第１条（別表第15）、第２条（別表第15、附則第27項）関係）
　　　　一部の級地区分の支給割合の引上げ及び支給地域の区分の再編成をそれぞれ段階的に行うこととした。
　⑷　特殊勤務手当
　　ア　非常災害等の緊急業務等に従事する職員の特殊勤務手当（第３条（第15条）関係）
　　　　支給単価を引き上げるとともに、支給要件を緩和することとした。
　　イ　多学年学級を担当する職員の特殊勤務手当（第３条（旧第16条）関係）
　　　　手当を廃止することとした。
　⑸　任期付研究員及び任期付職員の給料等
　　ア　給料表（第４条（別表第１～別表第３）関係）
　　　　各給料表の給料月額を引き上げることとした。
　　イ　期末手当及び勤勉手当（第４条（第７条）関係）
　　　　期末手当の支給割合を100分の175（特定任期付職員にあっては100分の96.25）に引き上げるとともに、

特定任期付職員の勤勉手当の総額を勤勉手当基礎額に100分の88.75を乗じて得た額の総額を超えないこと
とした。

　⑹　知事等の期末手当（第５条（第５条）関係）
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　　　支給割合を100分の175に引き上げることとした。
　⑺　府議会議員の期末手当（第６条（第４条）関係）
　　　支給割合を100分の172.5に引き上げることとした。
　⑻　その他
　　　その他所要の規定整備を行うこととした。
３　施行期日等
　⑴　施行期日
　　　令和７年12月25日。ただし、２の⑴のイ、⑵、⑶のカ及び⑷については令和８年１月１日、２の⑶のキの

一部については令和８年４月１日
　⑵　適用
　　　２の⑴のア、⑶のアからウまで及びキの一部並びに⑸のアについては令和７年４月１日から、２の⑶のエ

及びオ、⑸のイ、⑹並びに⑺については令和７年６月１日からそれぞれ適用することとした。（附則第２項
関係）

　⑶　経過措置
　　　特殊勤務手当の支給に関し、所要の経過措置を定めることとした。（附則第４項、第５項関係）

◇京都府手数料徴収条例の一部を改正する条例（京都府条例第38号）（自治振興課、建築指導課）

１　改正の理由
　　政治資金規正法の一部を改正する法律（令和６年法律第64号）による政党助成法（平成６年法律第５号）の

一部改正及び老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の
一部を改正する法律（令和７年法律第47号）によるマンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成14年法
律第78号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うものである。
２　改正の内容
　⑴　政党助成法第32条第５項の規定による都道府県提出文書の写しの交付に係る手数料を徴収することとし

た。（別表第２関係）
　⑵　マンションの再生等の円滑化に関する法律第163条の59第１項の規定によるマンションの高さ制限の緩和

の特例に関する許可の申請に対する審査に係る手数料を徴収することとした。（別表第２関係）
３　施行期日
　　令和８年１月１日。ただし、２の⑵については、令和８年４月１日

◇京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例等の一部を改正する条例（京都府条例第39号）（文教課、
こども・子育て総合支援室、障害者支援課、家庭・青少年支援課、教育庁学校教育課）

１　改正の理由
　　児童福祉法（昭和22年法律第164号）の一部改正に伴うほか、一時保護施設の設備及び運営に関する基準（令

和６年内閣府令第27号）、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平
成24年厚生労働省令第15号）、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
（平成24年厚生労働省令第16号）及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）
並びに幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成26年内閣府、文部科学
省、厚生労働省告示第１号）及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第
三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基
準（平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第２号）の一部改正を踏まえ、所要の改正を行うものである。
２　改正の内容
　⑴　京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例（平成18年京都府条例第46号）について、所要の規定

整備を行うこととした。（第１条関係）
　⑵　児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例（平成24年京都府条例第34号）に

ついて、乳幼児健康診査の内容が保育所等の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、当該
健康診断の全部又は一部を行わないことを可能とすることとした。（第２条関係）

　⑶　児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例（平成24年京都府条例第35号）の
一部改正

　　ア　乳幼児健康診査の内容が保育所等の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、当該健康
診断の全部又は一部を行わないことを可能とすることとした。（第３条（第29条第２項）関係）

　　イ　その他所要の規定整備を行うこととした。
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　⑷　児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例（平成24年京都府条例第36号）の一部改正
　　ア　乳幼児健康診査の内容が保育所等の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、当該健康

診断の全部又は一部を行わないことを可能とすることとした。（第４条（第14条第２項）関係）
　　イ　乳児院等の長等及び児童自立支援専門員等の任用要件の見直しに伴い、乳児院等の長等の任用要件にこ

ども家庭ソーシャルワーカー等の資格を有する者を追加することとした。（第４条（第29条第１項、第37
条第１項、第38条、第60条第１項、第61条、第96条第１項、第104条第１項、第105条、第106条）関係）

　　ウ　その他所要の規定整備を行うこととした。
　⑸　児童福祉法に基づく一時保護施設の設備等の基準に関する条例（令和７年京都府条例第12号）の一部改正
　　ア　児童福祉法に基づく一時保護施設に置くこととされる保育士について、地域限定保育士の配置を可能と

することとした。（第５条（第18条第１項）関係）
　　イ　乳児院等の長等及び児童自立支援専門員等の任用要件の見直しに伴い、児童指導員の任用要件にこども

家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を追加することとした。（第５条（第21条第１項）関係）
　　ウ　その他所要の規定整備を行うこととした。
３　施行期日
　　令和７年12月25日。ただし、２の⑷及び⑸の一部については、令和８年３月１日

◇京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例（京都府条例第40号）（港湾企画課）

１　改正の理由
　　舞鶴港等の港湾の使用に係る受益者負担の適正化を図る等のため、所要の改正を行うものである。
２　改正の内容
　⑴　岸壁及び桟橋の使用料について、使用時間の区分を細分化し、使用時間に応じた金額とすることとした。

（別表第１関係）
　⑵　管理棟を１日単位で通常使用する場合の使用料を徴収することとした。（別表第１関係）
　⑶　港湾施設を工事用施設及び工事用材料の置場として占用する場合の占用料を徴収することとした。（別表

第３関係）
　⑷　その他所要の規定整備を行うこととした。
３　施行期日等
　⑴　施行期日
　　　令和８年４月１日。ただし、⑶については、令和７年12月25日
　⑵　経過措置
　　　この条例の施行の日前に受けた通常使用の承認に係る使用料については、なお従前の例によることとし

た。（附則第２項関係）
　⑶　準備行為
　　　工事用施設及び工事用材料の置場に係る占用の許可については、この条例の施行の日前においても、その

申請を行うことができることとした。（附則第３項関係）

◇京都府未来人材共創基金条例（京都府条例第41号）（教育庁高校教育課）

１　制定の理由
　　京都をはじめ我が国の文化、歴史、自然等（以下「文化等」という。）への誇りと愛着を胸に置きつつ、異

なる文化等を背景とした意見の多様性を尊重することができる国際的な視野に立って、社会の諸課題を自己の
課題として提起し、及びその解決に寄与する新たな価値を生み出すことができる、次代の社会を担う人材の育
成を目的として、府、産業界、大学その他の関係者相互間の連携の下に、高校生等の海外における探究学習を
支援することを目的とする京都府未来人材共創基金（以下「基金」という。）の設置に関し、必要な事項を定
めるため、条例を制定するものである。
２　制定の内容
　⑴　基金の設置について定めることとした。（第１条関係）
　⑵　基金として積み立てる額について定めることとした。（第２条関係）
　⑶　基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管することとした。（第３条

関係）
　⑷　基金の運用収益は、予算に計上し、基金に繰り入れることとした。（第４条関係）
　⑸　基金は、その目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、処分することができることとした。

（第５条関係）
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　（給料の額）
　第３条　知事の給料の月額は、141万3,400円とする。
　２　副知事の給料の月額は、111万9,100円とする。
　　第５条第２項中「それぞれその基準日現在（前項後

段に規定する者にあつては、退職した日現在）におい
て知事等が受けるべき給料の月額、地域手当の月額及
び給料の月額に100分の25を乗じて得た額並びに給料
の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に
100分の20を乗じて得た額の合計額」を「期末手当基
礎額」に改め、同条第３項中「前項」を「第２項」に
改め、同条中同項を第４項とし、第２項の次に次の１
項を加える。

　３　前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現
在（第１項後段に規定する者にあつては、退職した
日現在）において知事等が受けるべき給料の月額に
100分の145を乗じて得た額とする。

　　附則第２項を次のように改める。
　２　当分の間、第６条第２項中「月額」とあるのは、「月

額（知事等の給料の月額の特例について定める条例
であつて、同日において効力を有するものがあると
きは、同日における当該条例の規定の適用後の給料
の月額。次条第３項第２号において同じ。）」とする。

（京都府教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部
改正）
第２条　京都府教育委員会教育長の給与等に関する条例

（平成27年京都府条例第１号）の一部を次のように改
正する。

　　第２条中「、地域手当」を削る。
　　第３条中「809,100円」を「88万5,100円」に改める。
　　第５条の見出しを「（期末手当等）」に改め、同条第
１項中「地域手当及び」を削り、同条第２項中「とす
る」を「と、知事等の給与条例附則第２項中「知事等」
とあるのは「京都府教育委員会教育長」とする」に改
める。

　条　　　　例　

　次に掲げる条例をここに公布する。

　京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例等
の一部を改正する条例
　職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例
　京都府手数料徴収条例の一部を改正する条例
　京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例等
の一部を改正する条例
　京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例の一部を
改正する条例
　京都府未来人材共創基金条例
　警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例の一
部を改正する条例

　　令和７年12月25日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府条例第36号

京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条
例等の一部を改正する条例

（京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の
一部改正）
第１条　京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する

条例（昭和22年京都府条例第16号）の一部を次のよう
に改正する。

　　第２条中「、地域手当」を削る。
　　第３条を次のように改める。

　⑹　知事は、財政上必要があると認めるときは、繰戻し方法等を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り
替えて運用することができることとした。（第６条関係）

　⑺　その他基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定めることとした。（第７条関係）
３　施行期日
　　令和７年12月25日

◇警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例の一部を改正する条例（京都府条例第42号）（警察本部警務課）

１　改正の理由
　　治安情勢に的確に対応し、より高い水準の治安を府民に提供していくための警察署の再編整備の実施に伴

い、警察署の名称、位置及び管轄区域について、所要の改正を行うものである。
２　改正の内容
　⑴　京都府川端警察署を廃止することとした。（別表関係）
　⑵　京都府下鴨警察署の名称を「京都府左京警察署」に改め、その管轄区域を「京都市左京区」とすることと

した。（別表関係）
３　施行期日
　　令和８年３月16日
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償、旅費及びその他の給与条例の一部改正）
第４条　京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費

用弁償、旅費及びその他の給与条例（昭和26年京都府
条例第22号）の一部を次のように改正する。

　　第２条第１項中「688,200円」を「752,800円」に、
「678,900円」を「742,700円」に改める。

　　第４条第１項中「、地域手当」を削り、同条第２項
中「地域手当及び」を削る。

　　　附　則

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（京都府監査委員等の報酬及び給与並びに費用弁償及び
旅費に関する条例の一部改正）
第３条　京都府監査委員等の報酬及び給与並びに費用弁

償及び旅費に関する条例（平成３年京都府条例第18号）
の一部を次のように改正する。

　　第２条中「、地域手当」を削る。
　　第３条第２項第１号中「688,200円」を「752,800円」

に改め、同項第２号中「678,900円」を「742,700円」
に改める。

　　第５条の見出しを「（期末手当等）」に改め、同条第
１項中「地域手当及び」を削る。

（京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁

京都府条例第37号

職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与等に関する条例の一部改正）
第１条　職員の給与等に関する条例（昭和31年京都府条例第28号）の一部を次のように改正する。
　　第７条の２第１項中「に限る」を「（教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第25条第１項の規定による認定を

受けた者であつて、当該認定の日から同条第４項の認定の日までの間にあるものを除く。）に限る」に、「100分の４」
を「100分の10」に改め、同条第２項中「第12条の２」を「第12条、第12条の３」に改め、「、第12条の５」を削る。

　　第14条の２第３項を削る。
　　第16条第２項中「5,300円」を「5,600円」に、「２万1,000円」を「２万2,500円」に、「7,400円」を「7,700円」に、

「7,950円」を「8,400円」に、「３万1,500円」を「３万3,750円」に、「１万1,100円」を「１万1,550円」に改める。
　　第19条の２第１項第１号中「416,600円」を「417,600円」に改め、同項第２号中「51,600円」を「52,100円」に改める。
　　第20条第２項中「100分の125」を「100分の126.25」に、「100分の105」を「100分の106.25」に、「100分の66.25」

を「100分の67.5」に改め、同条第３項中「100分の125」を「100分の126.25」に、「100分の70」を「100分の71.25」
に、「100分の105」を「100分の106.25」に、「100分の60」を「100分の61.25」に改める。

　　第21条第２項第１号ア中「100分の105」を「100分の106.25」に、「100分の125」を「100分の126.25」に改め、同
号イ中「100分の106.25」を「100分の107.5」に改める。

　　第22条第１項中「には」の右に「、その分掌する校務類型（教育公務員特例法第13条第２項に規定する校務類型を
いう。次項において同じ。）に応じて」を加え、同条第２項中「8,000円」を「8,600円」に、「応じて」を「応じ、校
務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して」に改め、同条第４項中「前３項」を「前各項」に改め、同条中
同項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。

　４　教育公務員特例法第13条第２項に規定する条例で定める校務の種類は、同項の文部科学省令で定める基準を参酌
して人事委員会規則で定める校務の種類とする。

　　附則に次の１項を加える。
　26　次の表の左欄に掲げる期間における第７条の２第１項並びに別表第３イの備考の２及びウの備考の２の規定の適

用については、同項中「100分の10」とあるのはそれぞれ次の表の中欄に掲げる字句と、別表第３イの備考の２及
びウの備考の２中「100分の110」とあるのはそれぞれ次の表の右欄に掲げる字句とする。

　　 　

　　別表第１及び別表第２を次のように改める。
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　別表第１（第４条関係）
　行　政　職　給　料　表
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備考　この表は、他の給料表の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

　別表第２（第４条関係）
　公　安　職　給　料　表
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備考　この表は、警察に勤務する職員のうちで警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査の階級にある警察官に適用する。

　　別表第３イ及びウを次のように改める。
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　　イ　教育職給料表⑵
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備考　１ 　この表は、高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、
栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手、寄宿舎指導員その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適
用する。

　　　２ 　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は
この表の額に11,500円（人事委員会規則で定める職員にあつては、この表の３級の給料月額とこれに対応する特２
級の給料月額に100分の110を乗じて得た額との差額を基準として人事委員会規則で定める額）を、その職務の級が
４級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額はこの表の額に3,800円を、それぞれ加算した額とする。
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　　ウ　教育職給料表⑶
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備考　１ 　この表は、中学校、小学校、義務教育学校及びこれらに準じるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、
副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定める
ものに適用する。

　　　２ 　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は
この表の額に11,500円（人事委員会規則で定める職員にあつては、この表の３級の給料月額とこれに対応する特２
級の給料月額に100分の110を乗じて得た額との差額を基準として人事委員会規則で定める額）を、その職務の級が
４級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額はこの表の額に4,000円を、それぞれ加算した額とする。

　　別表第４から別表第６までを次のように改める。
　別表第４（第４条関係）

　医　療　職　給　料　表
　　ア　医療職給料表⑴
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備考　この表は、病院、保健所その他人事委員会規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師である職員に適用する。
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　　イ　医療職給料表⑵
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備考 　この表は、病院、保健所その他人事委員会規則で定めるものに勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師その他の職
員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

　　ウ　医療職給料表⑶
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備考　この表は、病院に勤務する看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
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　別表第５（第４条関係）
　研　究　職　給　料　表
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備考 　この表は、試験場、研究所等で人事委員会規則で定めるものに勤務する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

　別表第６（第４条関係）
指　定　職　給　料　表

　　

備考　この表は、人事委員会規則で定める職員に適用する。

　　別表第15中「（第12条の２関係）」を「（第12条、第12条の３、第12条の４、第14条の４関係）」に、「100分の5.4」を「100
分の７」に、「100分の4.4」を「100分の６」に、「100分の3.2」を「100分の４」に改め、同表の備考の１中「平成28
年４月１日」を「令和７年４月１日」に改め、同表の備考の２中「第12条の２第１項」を「第12条第１項」に改める。

第２条　職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
　　附則に次の１項を加える。
　27　令和８年４月１日から令和10年３月31日までの間における別表第15の規定の適用については、同表中

「
」

とあるのは、令和８年４月

１日から令和９年３月31日までの間においては
「

」

と、令和９年４月１日から

令和10年３月31日までの間においては
「

」

とする。
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　　別表第15中備考以外の部分を次のように改める。
　別表第15（第12条、第12条の３、第12条の４、第14条の４関係）

地域手当支給区分表

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）
第３条　職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和31年京都府条例第29号）の一部を次のように改正する。
　　第２条中第20号を削り、第21号を第20号とし、第22号から第27号までを１号ずつ繰り上げる。
　　第15条を削る。
　　第15条の２第２項第２号中「の業務　7,500円」を「及びウの業務　8,000円」に改め、同項中第３号を削り、第４

号を第３号とし、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、同条を第15条とする。
　　第16条を削り、第15条の３を第16条とする。
（一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）
第４条　一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例（平成14年京都府条例第45号）の一部を次のよう

に改正する。
　　第７条第３項及び第４項中「100分の125」を「100分の126.25」に、「100分の172.5」を「100分の175」に改め、同

条第５項中「100分の125」を「100分の126.25」に、「100分の172.5」を「100分の96.25」と、給与条例第21条第２項
第１号ア中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」に改める。

　　別表第１から別表第３までを次のように改める。
　別表第１（第５条関係）

第１号任期付研究員給料表
　　

　別表第２（第５条関係）
第２号任期付研究員給料表

　　

　別表第３（第５条関係）
特定任期付職員給料表

　　

（京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の一部改正）
第５条　京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例（昭和22年京都府条例第16号）の一部を次のように改正する。
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　　第５条第２項中「100分の172.5」を「100分の175」に改める。
（京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正）
第６条　京都府議会議員の議員報酬等に関する条例（昭和25年京都府条例第54号）の一部を次のように改正する。
　　第４条第２項中「100分の170」を「100分の172.5」に改める。

　　　附　則

（施行期日等）
１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
　⑴　第１条中職員の給与等に関する条例（以下「給与条例」という。）第７条の２第１項及び第22条の改正規定、給

与条例附則に１項を加える改正規定並びに給与条例別表第３イ及びウの改正規定（同表イの備考の２及びウの備考
の２に係る部分に限る。）並びに第３条並びに附則第４項及び第５項の規定　令和８年１月１日

　⑵　第２条の規定　令和８年４月１日
２　第１条の規定による改正後の給与条例（以下「改正後の給与条例」という。）第14条の２、第16条第２項、第19条

の２第１項、別表第１、別表第２、別表第３イ（備考の２を除く。）及びウ（備考の２を除く。）、別表第４から別表
第６まで並びに別表第15の規定、第４条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関す
る条例（以下「改正後の任期付条例」という。）別表第１から別表第３までの規定並びに次項の規定は令和７年４月
１日から、改正後の給与条例第20条第２項及び第３項並びに第21条第２項の規定、改正後の任期付条例第７条第３項
から第５項までの規定、第５条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例（以下「改
正後の知事等の給与条例」という。）第５条第２項の規定並びに第６条の規定による改正後の京都府議会議員の議員
報酬等に関する条例（以下「改正後の議員報酬等条例」という。）第４条第２項の規定は同年６月１日から適用する。
この場合において、同年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間における改正後の給与条例第14条の２の規
定の適用については、同条第１項に規定する特地公署（改正後の給与条例別表第15に掲げる支給地域に所在する場合
に限る。）に勤務する職員の当該特地公署は、当該支給地域に所在しないものとみなす。

（給与等の内払）
３　改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用す

る場合においては、第１条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第４条の規定による改
正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第５条の規
定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改
正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定
に基づく給与の内払と、第６条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支
給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置）
４　第３条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第15条第２項の規定は、附則第１項第１号に掲げる

規定の施行の日（以下「１号施行日」という。）以後に職員の特殊勤務手当に関する条例第15条第１項第１号イ及び
ウに規定する業務を開始した職員の当該業務への従事に係る特殊勤務手当について適用し、１号施行日前に当該業務
を開始した職員の当該業務への従事に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
５　１号施行日前に第３条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第16条第１項に規定する授業又は指

導に従事した職員の当該従事に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
（人事委員会規則への委任）
６　前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
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診断の結果」を「健康診断等の結果」に改め、同項の
表に次のように加える。

乳児又は幼児に対
する健康診査

通所する障害児に
対する通所開始時
の健康診断、定期
の健康診断又は臨
時の健康診断

（児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基
準等に関する条例の一部改正）
第３条　児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員

等の基準等に関する条例（平成24年京都府条例第35号）
の一部を次のように改正する。

　　第29条第２項中「が行われた」を「又は健康診査（母
子保健法（昭和40年法律第141号）第12条又は第13条
に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以
下この項において「健康診断等」という。）が行われた」
に、「当該健康診断」を「当該健康診断等」に、「健康
診断の結果」を「健康診断等の結果」に改め、同項の
表に次のように加える。

乳児又は幼児に対
する健康診査

入所した障害児に
対する入所時の健
康診断、定期の健
康診断又は臨時の
健康診断

　　第43条第１項中「第33条の10各号」を「第33条の10
第１項各号」に改める。

（児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関
する条例の一部改正）
第４条　児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基

準に関する条例（平成24年京都府条例第36号）の一部
を次のように改正する。

　　第10条中「第33条の10各号」を「第33条の10第１項
各号」に改める。

　　第14条第２項中「が行われた」を「又は健康診査（母
子保健法（昭和40年法律第141号）第12条又は第13条
に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以
下この項において「健康診断等」という。）が行われた」
に、「当該健康診断」を「当該健康診断等」に、「健康
診断の結果」を「健康診断等の結果」に改め、同項の
表に次のように加える。

乳児又は幼児（以
下「乳幼児」とい
う。）に対する健
康診査

入所した乳幼児に
対する入所時の健
康診断、定期の健
康診断又は臨時の
健康診断

　　第25条中「乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）」
を「乳幼児」に改める。

　　第27条第２項中「、社会福祉士若しくは精神保健福

京都府条例第38号

京都府手数料徴収条例の一部を改正する条例

　京都府手数料徴収条例（平成12年京都府条例第１号）
の一部を次のように改正する。
　別表第２の61の項の次に次のように加える。

61の２　政党助成法（平成６年法律第
５号）第32条第５項の規定による都
道府県提出文書の写しの交付

１枚につき　10円

　別表第２の63の３の３の項中「マンションの建替え等
の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑
化に関する法律」に、「第105条第１項」を「第163条の
59第１項」に、「容積率」を「マンションの容積率又は
各部分の高さ」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、
別表第２の63の３の３の項の改正規定は、同年４月１日
から施行する。

京都府条例第39号

京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条
例等の一部を改正する条例

（京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例の
一部改正）
第１条　京都府認定こども園の認定等の要件等に関する

条例（平成18年京都府条例第46号）の一部を次のよう
に改正する。

　　第14条の２第１項中「第33条の10各号」を「第33条
の10第１項各号（幼稚園型認定こども園にあっては、
学校教育法第28条第２項において準用する法第27条の
２第１項各号）」に改める。

　　第28条の見出しを「（虐待等の禁止）」に改め、同条
を同条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。

　　　幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、
法第27条の２第１項各号に掲げる行為その他園児の
心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

　　第31条第１項中「から第11条まで」を「、第11条」
に改め、同項の表第10条の項を削る。

（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基
準等に関する条例の一部改正）
第２条　児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員

等の基準等に関する条例（平成24年京都府条例第34号）
の一部を次のように改正する。

　　第34条第２項中「が行われた」を「又は健康診査（母
子保健法（昭和40年法律第141号）第12条又は第13条
に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以
下この項において「健康診断等」という。）が行われた」
に、「当該健康診断」を「当該健康診断等」に、「健康
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　　第105条第２号の次に次の２号を加える。
　　⑵の２　精神保健福祉士の資格を有する者
　　⑵の３　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有

する者
　　第106条第２号の次に次の２号を加える。
　　⑵の２　精神保健福祉士の資格を有する者
　　⑵の３　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有

する者
　　第117条第２項第２号中「（昭和23年厚生省令第11

号）」を削る。
（児童福祉法に基づく一時保護施設の設備等の基準に関
する条例の一部改正）
第５条　児童福祉法に基づく一時保護施設の設備等の基

準に関する条例（令和７年京都府条例第12号）の一部
を次のように改正する。

　　第13条中「第33条の10各号」を「第33条の10第１項
各号」に改める。

　　第18条第１項第４号を次のように改める。
　　⑷　保育士（法第18条の27第１項に規定する認定地

方公共団体の区域内にある一時保護施設にあって
は、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係
る法第18条の29に規定する地域限定保育士）

　　第21条第１項第３号の次に次の１号を加える。
　　⑶の２　児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第

11号）第５条の２の８に規定するこども家庭ソー
シャルワーカーの資格を有する者

　　第21条第２項を削る。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条
中児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関
する条例第29条第１項、第37条第１項、第38条、第60条
第１項、第61条、第96条第１項、第104条第１項、第105
条、第106条及び第117条第２項第２号の改正規定並びに
第５条中児童福祉法に基づく一時保護施設の設備等の基
準に関する条例第21条第１項の改正規定は、令和８年３
月１日から施行する。

祉士の資格を有する者」を削る。
　　第29条第１項第２号の次に次の１号を加える。
　　⑵の２　児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第

11号）第５条の２の８に規定するこども家庭ソー
シャルワーカー（以下「こども家庭ソーシャルワー
カー」という。）の資格を有する者

　　第29条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改
める。

　　第37条第１項第２号の次に次の１号を加える。
　　⑵の２　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有

する者
　　第37条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改

める。
　　第38条第４号の次に次の１号を加える。
　　⑷の２　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有

する者
　　第59条第２項中「、社会福祉士若しくは精神保健福

祉士の資格を有する者」を削る。
　　第60条第１項第２号の次に次の１号を加える。
　　⑵の２　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有

する者
　　第60条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改

める。
　　第61条第３号の次に次の１号を加える。
　　⑶の２　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有

する者
　　第95条第４項中「、社会福祉士若しくは精神保健福

祉士の資格を有する者」を削る。
　　第96条第１項第２号の次に次の１号を加える。
　　⑵の２　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有

する者
　　第96条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改

める。
　　第103条第２項中「、社会福祉士若しくは精神保健

福祉士の資格を有する者」を削る。
　　第104条第１項第２号の次に次の１号を加える。
　　⑵の２　こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有

する者

京都府条例第40号

京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例

　京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例（平成21年京都府条例第53号）の一部を次のように改正する。
　第２条第５号中「工作物」の右に「その他の物件（以下「工作物等」という。）」を加える。
　第３条第２項中「工作物」を「工作物等」に改める。
　第14条第１項中「、工作物その他の物件（以下「工作物等」という。）」を「を命じ、若しくは期限を定めて、工作物
等」に改める。
　第15条第１項中「工作物」を「工作物等」に改める。
　別表第１の１の表岸壁及び桟橋の項を次のように改める。
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　別表第１の１の表物揚場の項中「まで」及び「以後」の右に「の期間」を加え、同表係船浮標及び係船くいの項中「24
時間まで」の右に「の部分」を加え、同表管理棟の項を次のように改める。

　別表第１の１の表駐車場の項中「長さ」を「長さが」に改める。
　別表第３水道管、下水道管、ガス管の項中「、ガス管」を「及びガス管」に改め、同表の備考の２中「占用に」を「占
用（別表第３の（その２）の表に掲げるものを除く。）に」に改め、同表を同表の（その１）の表とし、同表の次に次
の１表を加える。
（その２）

備考　１　別表第１の１の表の備考の１の規定は、占用料の額の算定について準用する。
　　　２　１に掲げるもののほか、占用料の額の算定に必要な事項は、規則で定める。

　　　附　則

（施行期日）
１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に通常使用の承認を受けた港湾施設に係る使用料については、

この条例による改正後の京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例（以下「改正後の条例」という。）別表第１の
１の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（準備行為）
３　改正後の条例別表第３の（その２）の表に掲げる占用に係る京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例第９条の

規定による許可を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。
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　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

京都府条例第42号

警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例
の一部を改正する条例

　警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例（昭
和35年京都府条例第16号）の一部を次のように改正する。
　別表京都府川端警察署の項を削り、同表京都府下鴨警
察署の項中「京都府下鴨警察署」を「京都府左京警察署」
に改め、「（京都府川端警察署の管轄区域を除く。）」を削
る。

　　　附　則

　この条例は、令和８年３月16日から施行する。

　規　　　　則　

　次に掲げる規則をここに公布する。

　技能労務職員の給与等に関する規則及び会計年度任用
職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部を改正する
規則
　京都府手数料徴収条例施行規則の一部を改正する規則

　　令和７年12月25日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府条例第41号

京都府未来人材共創基金条例

（設置）
第１条　京都をはじめ我が国の文化、歴史、自然等（以

下「文化等」という。）への誇りと愛着を胸に置きつつ、
異なる文化等を背景とした意見の多様性を尊重するこ
とができる国際的な視野に立って、社会の諸課題を自
己の課題として提起し、及びその解決に寄与する新た
な価値を生み出すことができる、次代の社会を担う人
材の育成を目的として、府、産業界、大学その他の関
係者相互間の連携の下に、高校生等（学校教育法（昭
和22年法律第26号）第50条に規定する高等学校の生徒
その他これに準じる者をいう。）の海外における探究
学習を支援するため、京都府未来人材共創基金（以下
「基金」という。）を設置する。

（積立て）
第２条　基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出

予算で定める。
（管理）
第３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他

確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
（運用益金の処理）
第４条　基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳

出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
（処分）
第５条　基金は、第１条に規定する基金の設置の目的を

達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これ
を処分することができる。

（繰替運用）
第６条　知事は、財政上必要があると認めるときは、確

実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属
する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ
る。

（委任）
第７条　この条例に定めるもののほか、基金の管理に関

し必要な事項は、知事が別に定める。

京都府規則第74号

技能労務職員の給与等に関する規則及び会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部を改正する規
則

（技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正）
第１条　技能労務職員の給与等に関する規則（平成19年京都府規則第19号）の一部を次のように改正する。
　　別表第１を次のように改める。
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　別表第１（第３条関係）
　技　能　労　務　職　給　料　表
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（会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部改正）
第２条　会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則（令和２年京都府規則第21号）の一部を次のように改正する。
　　附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。
　２　条例第26条及びこの規則第３条から第５条までの規定による会計年度任用職員の給与（以下「給与」という。）

の額の算出に用いられる給料表は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年京都府条例第37
号）第１条の規定による改正後の条例に定める給料表とし、令和７年４月１日以後の給与について適用する。

　　　附　則

（施行期日等）
１　この規則は、公布の日から施行する。
２　第１条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則（以下「改正後の技能労務職員規則」という。）

の規定及び次項の規定は、令和７年４月１日から適用する。
（給与の内払）
３　改正後の技能労務職員規則及び第２条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則

（以下「改正後の会計年度任用職員規則」という。）の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前
の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与（技能労務職員の給与等に関する規則の一部
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　⑴　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第２
条に規定する家畜伝染病のうち別表第２の１の項に
定める伝染性疾病のまん延を防止するために行う家
畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎
等の消毒の作業

　⑵　家畜伝染病予防法第２条に規定する家畜伝染病の
うち別表第２の２の項に定める伝染性疾病若しくは
同法第４条第１項に規定する届出伝染病のうち別表
第２の２の項に定める伝染性疾病にかかり、若しく
はかかつている疑いがある家畜の飼育、当該病原体
の付着している、若しくは付着している疑いがある
物件の処理作業、又は粉じんが著しく多量に発生す
る鶏舎内における鶏の体重の測定若しくは出荷の作
業

２　前項に規定する手当の額は、作業１日につき、次の
各号に掲げる手当の区分に応じ、当該各号に定める額
とする。

　⑴　前項第１号の手当　作業１日につき　380円（心
身に著しい負担を与えると知事が認める作業に従事
した場合にあつては、760円）

　⑵　前項第２号の手当　作業１日につき　290円
　別表第２を次のように改める。

　別表第２（第13条関係）

伝染性疾病の種類

１ 口蹄
てい

疫
高病原性鳥インフルエンザ
低病原性鳥インフルエンザ
豚熱

２ 流行性脳炎
狂犬病
炭疽

そ

ブルセラ症
結核
鼻疽

そ

トキソプラズマ症
ニューカッスル病
豚丹毒
高病原性鳥インフルエンザ

　　　附　則

　この訓令は、令和７年12月25日から施行し、この訓令
による改正後の現業職員の特殊勤務手当に関する規程の
規定は、令和７年12月23日から適用する。

京都府規則第75号

京都府手数料徴収条例施行規則の一部を改正する
規則

　京都府手数料徴収条例施行規則（平成12年京都府規則
第３号）の一部を次のように改正する。
　別表第２の10の項中「の規定による同法」を「（政治
資金規正法の一部を改正する法律（令和６年法律第64号。
以下この項において「令和６年改正法」という。）附則
第５条第４項の規定により読み替えて適用される場合を
含む。）の規定による政治資金規正法」に、「又は」を「、
令和６年改正法附則第５条第４項の規定により読み替え
て適用される政治資金規正法第16条第１項の住所限定報
告書、」に、「の写しの」を「又は同法第19条の14の２第
４項の確認書の写しの」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和９年１月１日から施行する。

　訓　　　　令　

京都府訓令第18号

本　　庁　
地方機関　

　現業職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正す
る訓令を次のように定める。

　　令和７年12月25日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

現業職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改
正する訓令

　現業職員の特殊勤務手当に関する規程（昭和33年京都
府訓令第１号）の一部を次のように改正する。
　第13条を次のように改める。
（家畜伝染病防疫作業に従事する現業職員の特殊勤務手
当）
第13条　家畜伝染病防疫作業に従事する現業職員の特殊

勤務手当は、家畜保健衛生所、京都府農林水産技術セ
ンター畜産センター等に勤務する現業職員が、次に掲
げる作業に従事したときに支給する。

を改正する規則（平成26年京都府規則第22号）附則第５項から第７項までの規定による給与を含む。）及び第２条の
規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞ
れ改正後の技能労務職員規則の規定に基づく給与及び改正後の会計年度任用職員規則の規定に基づく給与の内払とみ
なす。
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教　育　委　員　会

　技能労務職員の給与等に関する規則及び会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部を改正する規則を
ここに公布する。

　　令和７年12月25日
京都府教育委員会　　　　　　　

教育長　前　川　　明　範　　

京都府教育委員会規則第９号

技能労務職員の給与等に関する規則及び会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部を改正する規
則

（技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正）
第１条　技能労務職員の給与等に関する規則（平成19年京都府教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。
　　別表第１を次のように改める。

　別表第１（第３条関係）
　技　能　労　務　職　給　料　表
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人　事　委　員　会

　職員の任用に関する規則の一部を改正する規則をここ
に公布する。

　　令和７年12月25日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　辻　　　　幸　子

京都府人事委員会規則104―54

職員の任用に関する規則の一部を改正する規則

　職員の任用に関する規則（京都府人事委員会規則４―
12）の一部を次のように改正する。
　

別表第１の１の項中「栄養士」を
「栄養士

　　　　　　　　　　　　　　　　　管理栄養士」
に改

める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

選 挙 管 理 委 員 会

　最高裁判所裁判官国民審査等事務執行規程の一部を改
正する規程をここに公布する。

　　令和７年12月25日
　　　　京都府選挙管理委員会
　　　　　委員長　多　賀　　久　雄

京都府選挙管理委員会規程第５号

最高裁判所裁判官国民審査等事務執行規程の一部
を改正する規程

　最高裁判所裁判官国民審査等事務執行規程（昭和41年
京都府選挙管理委員会規程第３号）の一部を次のように
改正する。
　第26条の見出し中「閲覧」を「閲覧等」に改め、同条
中「第１項から第３項まで」を削り、「閲覧）」を「閲覧
等）」に、「閲覧に」を「閲覧又は写しの交付について」
に改める。
　別記第23号様式中「の規定」を「又は政党助成法第32
条第５項の規定」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和８年１月１日から施行する。

（会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部改正）
第２条　会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則（令和２年京都府教育委員会規則第７号）の一部を次のよ

うに改正する。
　　附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。
　２　条例第26条及びこの規則第３条から第５条までの規定による会計年度任用職員の給与（以下「給与」という。）

の額の算出に用いられる給料表は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年京都府条例第37
号）第１条の規定による改正後の条例に定める給料表とし、令和７年４月１日以後の給与について適用する。

　　　附　則

（施行期日等）
１　この規則は、公布の日から施行する。
２　第１条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則（以下「改正後の技能労務職員規則」という。）

の規定及び次項の規定は、令和７年４月１日から適用する。
（給与の内払）
３　改正後の技能労務職員規則及び第２条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則

（以下「改正後の会計年度任用職員規則」という。）の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前
の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与（技能労務職員の給与等に関する規則の一部
を改正する規則（平成26年京都府教育委員会規則第７号）附則第５項から第７項までの規定による給与を含む。）及
び第２条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与
は、それぞれ改正後の技能労務職員規則の規定に基づく給与及び改正後の会計年度任用職員規則の規定に基づく給与
の内払とみなす。
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　職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正す
る規則をここに公布する。

　　令和７年12月25日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　辻　　　　幸　子

京都府人事委員会規則106―845

職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改
正する規則

　職員の給与、勤務時間等に関する規則（京都府人事委
員会規則６―２）の一部を次のように改正する。
　第55条第３項第１号中「２万1,000円」を「２万2,500
円」に改め、同項第２号中「5,300円」を「5,600円」に
改め、同項第３号中「6,100円」を「6,400円」に改め、
同項第４号中「7,400円」を「7,700円」に改める。
　第60条第８項第１号ア中「100分の210」を「100分の
212.5」に、「100分の250」を「100分の252.5」に改め、
同号イ中「100分の212.5」を「100分の215」に改め、同
号ウ中「100分の175」を「100分の177.5」に改める。
　別表第１の４医療職給料表⑵の項中「栄養士」の右に
「、管理栄養士」を加え、同表備考の１中「、この表１」
を「この表１」に、「する」を「し、職務の級が４級で
ある職員で人事委員会規則で定めるものはこの表１の項
の⑴に掲げる者のうちその職務の級が４級である者とす
る」に改め、同表備考の２中「7,700円」を「11,500円」
に、「同日において受けるべき特２級の給料月額に100分
の104を乗じて得た額（以下「教育職給料表⑵基準額」
という。）」を「教育職給料表⑵基準額」に改め、同表備
考の４中「7,500円」を「11,500円」に、「同日において
受けるべき特２級の給料月額に100分の104を乗じて得た
額（以下「教育職給料表⑶基準額」という。）」を「教育
職給料表⑶基準額」に改め、同表中備考の４を備考の５
とし、同表備考の３中「、この表２」を「この表２」に、
「する」を「し、職務の級が４級である職員で人事委員
会規則で定めるものはこの表２の項の⑴に掲げる者のう
ちその職務の級が４級である者とする」に改め、同表中
備考の３を備考の４とし、備考の２の次に次のように加
える。
　　３　前項の教育職給料表⑵基準額は、条例第８条第

１項本文の規定により給料を支給すべき日の属す
る月の初日（以下この項及び第６項において「給
料支給月初日」という。）に施行されている条例
第４条第１項第３号イに規定する教育職給料表⑵
を適用して算出した３級に昇格した日の前日にお
いて受けるべき特２級の給料月額に100分の105を
乗じて得た額とする。

　別表第１の備考に次のように加える。
　　６　前項の教育職給料表⑶基準額は、給料支給月初

日に施行されている条例第４条第１項第３号ウに
規定する教育職給料表⑶を適用して算出した３級
に昇格した日の前日において受けるべき特２級の

給料月額に100分の105を乗じて得た額とする。
　別表第３の６の表及び備考並びに別表第４の６の表中
「栄養士」の右に「、管理栄養士」を加える。

　　　附　則

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表
第１の備考の改正規定は、令和８年１月１日から施行
する。
２　この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に

関する規則（以下「改正後の規則６―２」という。）
第55条第３項の規定は令和７年４月１日から、改正後
の規則６―２第60条第８項の規定は同年６月１日から
適用する。

　職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規
則をここに公布する。

　　令和７年12月25日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　辻　　　　幸　子

京都府人事委員会規則106―846

職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正す
る規則

　職員の特殊勤務手当に関する規則（京都府人事委員会
規則６―３）の一部を次のように改正する。
　第６条の７中「第15条の３第１項」を「第16条第１項」
に改める。
　第12条第１項第２号を次のように改める。
　⑵　家畜伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手

当　家畜保健衛生所等に勤務する職員が次に掲げる
作業に従事したときに、支給する。

　　ア　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第
２条に規定する家畜伝染病のうち人事委員会が定
める伝染性疾病のまん延を防止するために行う家
畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜
舎等の消毒の作業

　　イ　家畜伝染病予防法第２条に規定する家畜伝染病
のうち人事委員会が定める伝染性疾病若しくは同
法第４条第１項に規定する届出伝染病のうち人事
委員会が定める伝染性疾病にかかり、又はかかつ
ている疑いがある家畜の飼育、当該病原体の付着
している、又は付着している疑いがある物件の処
理作業、又は粉じんが著しく多量に発生する鶏舎
内における鶏の体重の測定若しくは出荷の作業

　第12条第２項第２号を次のように改める。
　⑵　前項第２号の手当　作業１日につき、次に掲げる
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　　イ　前項第９号イの手当　290円

　　　附　則

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第６
条の７の改正規定は、令和８年１月１日から施行する。
２　この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関す

る規則第12条第１項第２号及び同条第２項第２号の規
定は、令和７年12月23日から適用する。

区分に応じ、それぞれに定める額
　　ア　前項第２号アの手当　380円（心身に著しい負

担を与えるものとして人事委員会が認める作業に
従事した場合にあつては、760円）

　　イ　前項第２号イの手当　290円
　第12条第２項第９号を次のように改める。
　⑼　前項第９号の手当　作業１日につき、次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める額
　　ア　前項第９号アの手当　1,100円（管理職員にあ

つては、980円）

　職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和７年12月25日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　辻　　　　幸　子

京都府人事委員会規則106―847

職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則

　職員の初任給調整手当に関する規則（京都府人事委員会規則６―18）の一部を次のように改正する。
　別表第１のその１を次のように改める。

　その１
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　別表第２のその１を次のように改める。

　その１
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　　　附　則

（施行期日等）
１　この規則は、公布の日から施行する。
２　この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の職員の給与、勤

務時間等に関する規則等の一部を改正する規則（京都府人事委員会規則106―688）附則別表の規定は、令和７年４月
１日から適用する。

（人事委員会規則106―688の一部改正）
３　職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則（京都府人事委員会規則106―688）の一部を次のよ

うに改正する。
　　附則別表を次のように改める。

　附則別表
　　

号外251225-01EM.indd   46号外251225-01EM.indd   46 2025/12/24   15:34:402025/12/24   15:34:40



号外　第40号　令和７年12月25日　木曜日　　　

47

京  都  府  公  報

号外251225-01EM

第４条　削除

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改
正後の職員の特地勤務手当等に関する規則の規定は、令
和７年４月１日から適用する。この場合において、同日
からこの規則の施行の日の前日までの間における改正後
の職員の特地勤務手当等に関する規則第４条の規定の適
用については、改正前の職員の特地勤務手当等に関する
規則第４条に規定する特地公署（職員の給与等に関する
条例（昭和31年京都府条例第28号）別表第15に掲げる支
給地域に所在する場合に限る。）に勤務する職員の当該
特地公署は、当該支給地域に所在しないものとみなす。

　職員の特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する
規則をここに公布する。

　　令和７年12月25日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　辻　　　　幸　子

京都府人事委員会規則106―848

職員の特地勤務手当等に関する規則の一部を改正
する規則

　職員の特地勤務手当等に関する規則（京都府人事委員
会規則６―34）の一部を次のように改正する。
　第４条を次のように改める。

　義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和７年12月25日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　辻　　　　幸　子

京都府人事委員会規則106―849

義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則

　義務教育等教員特別手当に関する規則（京都府人事委員会規則６―46）の一部を次のように改正する。
　第２条の次に次の１条を加える。
（校務の種類）
第２条の２　条例第22条第４項に規定する校務の種類は、次に掲げる校務とする。
　⑴　学級（小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の学級に限り、特別支援学級を除く。）を担任する業務
　⑵　前号に掲げるもの以外の校務
　第３条中「育児短時間勤務職員等」の右に「（以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。）」を加え、「その額」
を「第１号から第５号までに掲げる額」に、「を乗じて」を「（以下「算出率」という。）を乗じて」に改め、同条第３
号から第５号までの規定中「前条」を「第２条」に改め、同条に次の１号を加える。
　⑹　前各号に掲げる職員のうち、前条第１号に定める校務（以下「学級担任」という。）を分掌するもの　前各号の

規定にかかわらず、前各号に掲げる額に3,000円（定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その額に算出率を
乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額））（新たに学級担任を分掌し、又
は分掌しなくなった場合（職員が死亡した場合を除く。）においては、条例第９条第１項、第２項及び第４項に定
める給料の支給方法に準じて算出した額）を加算した額

　別表第１を次のように改める。
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別表第１　教育職給料表⑶の適用を受ける者（第３条関係）
　

　別表第２を次のように改める。
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別表第２　教育職給料表 (2) の適用を受ける者（第３条関係）
　

　　　附　則

　この規則は、令和８年１月１日から施行する。
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イの規定により、家畜伝染病防疫作業につき特殊勤務手
当を支給されるべき伝染性疾病について次のように定
め、令和７年12月23日から適用する。
　なお、昭和33年京都府人事委員会公示第25号、昭和43
年京都府人事委員会公示第112号及び平成16年京都府人
事委員会告示第57号は、令和７年12月24日限り廃止する。

　　令和７年12月25日
京都府人事委員会　　　　　　　

委員長　辻　　　　幸　子　　

　⑴　同条第１項第２号アに規定する伝染性疾病
　　ア　口蹄

てい

疫
　　イ　高病原性鳥インフルエンザ
　　ウ　低病原性鳥インフルエンザ
　　エ　豚熱
　⑵　同条第１項第２号イに規定する伝染性疾病
　　ア　流行性脳炎
　　イ　狂犬病
　　ウ　炭疽

そ

　　エ　ブルセラ症
　　オ　鼻疽

そ

　　カ　結核
　　キ　高病原性鳥インフルエンザ
　　ク　ニューカッスル病
　　ケ　トキソプラズマ症
　　コ　豚丹毒

京都府人事委員会告示第103号

　京都府人事委員会公示第141号（非常災害時等の緊急
業務等に従事する職員の特殊勤務手当について）の一部
を次のように改正し、令和８年１月１日から施行する。

　　令和７年12月25日
京都府人事委員会　　　　　　　

委員長　辻　　　　幸　子　　

　第１項中「第15条の２第１項」を「第15条第１項」と
改め、同項第１号中「ア及びイの」を「に掲げる」に改
め、同号ア中「期間が終日に及ぶ程度（日中８時間程度
とする。以下同じ。）」を「時間が日中４時間程度」に改
め、同号イ中「のうち、午後０時30分から午後８時まで
若しくは午前２時から午前８時まで又はこれら」を「に
おいて４時間程度又はこれ」に改め、同号ウ中「のうち、
午後５時15分から午後11時まで若しくは午前２時から午
前８時まで又はこれら」を「において３時間程度又はこ
れ」に改め、同項第２号を削り、第３号を第２号とし、
第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。

　職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則を
ここに公布する。

　　令和７年12月25日
　　　　京都府人事委員会
　　　　　委員長　辻　　　　幸　子

京都府人事委員会規則106―850

職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規
則

（職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則）
第１条　職員の地域手当に関する規則（京都府人事委員

会規則６―89）の一部を次のように改正する。
　　第８条第１号中「までの間」の右に「（次のアから

ウまでに定める割合が起算日以後の日の公署の所在す
る地域又は公署に係る条例別表第15に定める割合（当
該割合が起算日の後に変更された場合にあつては、当
該変更後の支給割合）以下の割合となるときは、当該
割合となる日の前日までの間）」を加え、同号ア中「割
合」の右に「（起算日の前日の支給割合が起算日の後
に割合の変更により起算日の前日の支給割合を超えた
場合にあつては、同日の支給割合。イ及びウにおいて
同じ。）」を加え、同号ウ中「100分の3.2」を「100分
の４」に改める。

（職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則）
第２条　職員の地域手当に関する規則の一部を次のよう

に改正する。
　　第８条第１号ウ中「100分の４」を「100分の８」に、

「100分の17.4」を「100分の20」に改める。
　　附則に次の１項を加える。
　６　令和８年４月１日から令和10年３月31日までの間

における第８条の規定の適用については、同条第１
号ウ中「100分の８」とあるのは、令和８年４月１
日から令和９年３月31日までの間においては「100
分の７」と、令和９年４月１日から令和10年３月31
日までの間においては「100分の８を超えない範囲
内で人事委員会規則で定める割合」とする。

　　　附　則

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２
条の規定は、令和８年４月１日から施行する。
２　第１条の規定による改正後の職員の地域手当に関す

る規則の規定は、令和７年４月１日から適用する。

京都府人事委員会告示第102号

　人事委員会は、職員の特殊勤務手当に関する規則（京
都府人事委員会規則６―３）第12条第１項第２号ア及び
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　第２項中「第15条の２第１項第３号」を「第15条第１
項第３号」に改める。
　第３項中「第15条の２第２項第１号」を「第15条第２
項第１号」に改める。
　第５項を次のように改める。
５　職員の特殊勤務手当に関する条例第15条第２項第４

号の「人事委員会が認める場合」は、次に掲げるとお
りとする。

　⑴　週休日等については、業務に従事した期間が終日
に及ぶ程度（日中８時間程度とする。）又はこれと
同程度であること。

　⑵　週休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が４時
間である日については、当該日の正規の勤務時間が
午前８時30分から午後０時30分までの職員にあつて
は業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間
のうち、午後０時30分から午後８時まで又はこれと
同程度であると任命権者が認める程度であること、
その他の職員にあつてはこれらと同程度であること。

　第６項を削る。
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